
 

地域未来交付金（地域未来推進型）交付要領 

（インフラ整備事業（国土交通省所管下水道事業））  

 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

国 水 下 第 ６ ７ 号  

 

（最終改正）令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日  

国 水 下 第 1 0 4 号  

 

国土交通省水管理・国土保全局長   

 

 

第１ 通 則 

地域未来交付金制度要綱（令和８年２月４日付け府地創第 30 号及び府地事

第 54号内閣府事務次官通知、７農振第 2446号農林水産事務次官通知、20260127

財経第２号経済産業事務次官通知、国総政第 54 号国土交通事務次官通知、環

政総発第 2602032 号環境事務次官通知。以下「制度要綱」という。）第６ １ ３）

に定める地域未来交付金（地域未来推進型）（以下「交付金」という。）のイン

フラ整備事業の交付に関しては、制度要綱、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号。

以下「適正化法施行令」という。）、国土交通省所管補助金等交付規則（平成 12

年総理府・建設省令第９号。以下「国土交付規則」という。）、地域未来交付金

（地域未来推進型）交付要綱（令和 8 年４月７日付け国水下第 103 号。以下

「要綱」という。）その他の法令及び関連通知のほか、この要領に定めるとこ

ろによるものとする。 

 

 

第２ 交付申請 

１ 要綱第８の交付申請書の様式は、様式１－１のとおりとする。地方公共団

体は、国土交通省地方整備局（北海道にあっては国土交通省北海道開発局、

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局）（以下「地方支分部局等」という。）

に、同交付申請書に必要な書類を添えて提出するものとする。  

 

２ 都道府県知事は、交付金の交付が法令で定めるところに違反しないかどう

か、当該申請書の目的、内容及び当該申請書に係る交付金の金額の算定が適

正であるかどうか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、様

式２の「交付金申請報告書」を地方支分部局等の長に提出するものとする。  

 

 ３ 都道府県知事は、要綱第７の指導監督費を交付申請する場合、国土交通大



 

臣（地方支分部局等の長）宛の交付申請を行い、様式１－４に必要な書類を

添えて地方支分部局等の長へ提出するものとする。  

 

第３ 変更交付申請 

要綱第９の変更交付申請書の様式は、様式３－１及び審査の報告書は様式４

のとおりとし、完了予定期日の変更を行う場合の添付する様式は、様式５のと

おりとする。第２の規定は、変更交付申請書を提出する場合について準用する。 

 

 

第４ 申請の取下げ 

要綱第 10 の申請取下書の様式は、様式６のとおりとする。第２の規定は、

申請取下書を提出する場合について準用する。  

 

 

第５ 遂行状況報告 

要綱第 11 の遂行状況報告書の様式は、様式７のとおりとする。第２の規定

は、遂行状況報告書を提出する場合について準用する。  

 

 

第６ 実績報告、交付金の額の確定、財産処分 

要綱第 12 に定める実績報告、交付金の額の確定、財産処分に関する事務に

ついては、適正化法、適正化法施行令、国土交付規則のほか、水管理・国土保

全局所管国庫補助事業（災害復旧事業を除く。）の実績報告について（令和 6

年 3 月 28 日付け国水総第 1451 号）、水管理・国土保全局所管補助事業（災害

復旧事業を除く。）における残存物件等の取扱いについて（令和 6 年 3 月 29 付

け国水総第 1468 号）、水管理・国土保全局所管補助事業等にかかる財産処分承

認基準について（令和 6 年 3 月 28 日付け国水総第 1452 号）に定める下水道事

業と同等の取扱によるものとする。第２の規定は、第６にかかる手続きで必要

な文書を提出する場合について準用する。  

 

 

第７ 交付金交付決定前の着手 

交付対象事業の着手は、原則として、交付金交付決定を受けて行うものとす

るが、当該年度において、やむを得ない事情により、交付金交付決定前に着手

する必要がある場合には、事業主体は、交付金交付決定を受けるまでの期間内

に生じるあらゆる損失等は自らの責任となることを了知の上で、その理由を具

体的に付して、様式８による地域未来交付金（地域未来推進型）（インフラ整

備事業（国土交通省所管下水道事業））交付決定前着手届を地方支分部局等の

長に提出するものとする。第２の規定は、地域未来交付金（地域未来推進型）

（インフラ整備事業（国土交通省所管下水道事業））交付決定前着手届を提出



 

する場合について準用する。 

 

 

附 則 

１ 本要領は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要領の一部改正について（（令

和５年３月３０日付け４農振第3002号、国水下事第34号、環循適発第

2303231号）。以下「旧要領」という。）は廃止する。 

３ この要領の施行の際、現に旧要領に基づき行われている継続事業で、令

和６年度以前の年度の歳出予算に係るものの実施については、旧要領は、

前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。  

４ 令和６年度末までに法第５条第15 項の認定を新たに受けた地域再生計画 

に記載されている第５条第４項第１号ロに規定する事業の実施について、  

当該地域再生計画の計画期間が終了するまでの間、なお従前の例による。  

 

附 則（令和８年４月７日付け国水下第 104 号） 

１ 本要領は、令和８年４月７日から施行する。 

２ 本要綱の施行の際、現に改正前の要領に基づき行われている継続事業

で、令和７年度以前の年度の歳出予算に係るものの実施については、なお

従前の例による。 

 


